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は  じ  め  に  

 

西東京市では、平成 26 年度からの「西東京市第２次総合計画」において、「学校教

育の充実」を掲げるとともに、「西東京市教育計画（平成 26 年度～平成 30 年度）」

の基本方針の一つに、「一人ひとりを大切にする教育の推進に向けて」を位置づけまし

た。このことにより、通常の学級での支援、通級指導や特別支援学級における教育活

動、教育相談などを充実させ、一人ひとりの教育的ニーズにこたえてまいります。  

 子どもたちが豊かに育っていくためには、一人ひとりにあわせた丁寧な対応が必要

です。平成 24 年度の文部科学省の調査では、特別な支援を要する児童・生徒が通常

の学級に 6.5％在籍しているという結果でした。すなわち、40 人学級では 1 クラス

に２、３人の特別な支援を要する児童・生徒が在籍していることを示しました。小・

中学校の教育現場からは、様々な要因が錯綜した困難な事例の増加も報告されており、

個別の教育支援の必要性がますます高まっていることは明らかです。また、支援が必

要な状況が周囲から見えにくく、ある程度学年が進み、学習面でも人間関係面でも複

雑になってきてから顕在化してくることや、問題が深刻化した後に表面化することも

しばしば見られます。そのため、早期に的確に課題を把握することが大切であり、学

校で指導を進めていく中での教員による「気づき」や家庭、保育園や幼稚園等就学前

機関からの情報を確実にとらえて対応していくことが重要です。  

西東京市教育委員会では、これらの状況について教育全体の課題として受け止め、

当市としての方向性を示していく必要があるとの認識のもと、西東京市特別支援教育

検討委員会において課題を整理・検証してまいりました。そこでは、当市の特別支援

教育の仕組みと内容・方法を考えるとともに、教育計画に反映することを目的として

検討を重ねました。教育計画では、通常の学級での支援の充実、通級指導、特別支援

学級等における支援体制や教育内容の整備、教育相談等の充実や部局横断型のネット

ワークによる支援の継続、教員の専門性向上を目指した研修の充実等、様々な課題に

ついて取り組むことを掲げています。平成 26 年 2 月 15 日には、市民の皆さまを対

象とした説明会を開催し、そこでいただいたご意見も反映させて、具体的な施策を本

プランにまとめました。  

今後も、保護者、市民の皆さま及び関係機関の皆さまには、「一人ひとりを大切にす

る教育」の理念についてご理解いただき、当市の教育支援の推進にご協力いただけま

すよう、よろしくお願い申し上げます。  

西東京市教育委員会  

 

 

 

 

 

特別支援教育から教育支援へ  

「特殊教育」から「特別支援教育」への転換により、通常の学級における教育的支援が重視されるよう

になってきました。通常の学級においては、障害の有無はもちろん、心理的要因や環境的要因等、多角

的な視点を持って、すべての子どもに対して、丁寧なアセスメント（評価）に基づく一人ひとりの教育

ニーズの把握が求められます。その上で適切な教育的支援を行っていくという考えから、当市において

は「特別」ではない「教育支援」を推進していくことをめざした「教育支援推進プラン」を作成しました。 
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≪用語解説≫  

用語解説は次のように表示しています。  

例･･･1 中央教育審議会、２特別支援教育  
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